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第4章 学校等と連携した修学支援の学校等と連携した修学支援の
実施等のための取組実施等のための取組

第１節	 学校等と連携した修学支援の実施等

１	 児童生徒の非行の未然防止等

（１）学校における適切な指導等の実施【施策番号 43】
ア　いじめの防止

文部科学省は、いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号）等の趣旨を踏まえ、道徳教育等
を通じたいじめ防止のための取組を推進している。また、各都道府県教育委員会等の生徒指導担当者
向けの行政説明において、必要に応じて心理や福祉等の専門家、教員、警察官経験者等の外部専門家
の協力を得ながら、複数の教職員が連携し、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置
をとるよう、周知徹底している。あわせて、2023 年（令和５年）２月に文部科学省から発出した「い
じめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」では、犯罪に相当するい
じめ事案については直ちに警察に相談・通報を行い、適切な援助を求めなければならないことや児童
生徒への指導支援の充実等、いじめ対応において改めて留意すべき事項についても周知した。加えて、
いじめ等の諸課題について、法務の専門家への相談を必要とする機会が増加していることを踏まえ、
2020 年度（令和２年度）から、都道府県・指定都市教育委員会における弁護士等への法務相談経費
について普通交付税措置が講じられ、2020 年（令和２年）12 月には弁護士による対応事例等を盛
り込んだ「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」（2022 年３月改訂）※ 1 を公表しており、
引き続き普及促進を図っている。

イ　人権教育
文部科学省は、日本国憲法及び教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）の精神にのっとり、人権

教育及び人権啓発の推進に関する法律（平成 12 年法律第 147 号）及び「人権教育・啓発に関する
基本計画」（平成 14 年３月 15 日閣議決定、平成 23 年４月１日一部変更）に基づき、人権尊重の意
識を高める教育を推進している。

ウ　非行の防止
文部科学省は、再非行の防止の観点も含めた学校における非行防止のための取組を推進しており、

2023 年度（令和５年度）は、全国の生徒指導担当者等が出席する会議において、第二次再犯防止推
進計画の趣旨や非行防止に関する具体的な取組について周知した。

また、各学校に対して、警察官等を外部講師として招へいし、非行事例等について児童生徒に直接
語ることにより、犯罪についての正しい理解を図る「非行防止教室」や、中学生・高校生を対象に、
犯罪被害者等への配慮や協力への意識の涵

かん
養を図る犯罪被害者等による講演会「命の大切さを学ぶ教

室」の実施を促している。
さらに、警察庁との共催で、教育委員会、警察、保護観察所等の関係機関が参加する「問題行動に

関する連携ブロック協議会」を開催しており、2023 年度には関東地方と九州地方で実施した。

※ 1� 「教育行政に係る法務相談体制構築に向けた手引き」
� https://www.mext.go.jp/content/20220301-mxt_syoto01-000011909_1.pdf

https://www.mext.go.jp/content/20220301-mxt_syoto01-000011909_1.pdf
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第4章 学校等と連携した修学支援の学校等と連携した修学支援の
実施等のための取組実施等のための取組 エ　薬物乱用の防止

文部科学省は、「第六次薬物乱用防止五か年戦略」（【施策番号 38】参照）を踏まえ、薬物乱用防止
教育の充実に努めている。

学校における薬物乱用防止教育は、小学校の体育科、中学校及び高等学校の保健体育科、特別活動
の時間はもとより、道徳、総合的な学習の時間等の学校の教育活動全体を通じて指導が行われるよう
周知を図るとともに、全ての中学校及び高等学校において年１回は薬物乱用防止教室を開催し、地域
の実情に応じて小学校においても同教室の開催に努めるなど、薬物乱用防止に関する指導の一層の徹
底を図るよう都道府県教育委員会等に対して指導している（資 4-43-1参照）。

また、指導者の資質向上を図るため、令和５年度版に改訂された「薬物乱用防止教室マニュアル」※ 2

（（公財）日本学校保健会作成）を参考にしつつ、関係機関との連携を図りながら薬物乱用防止教室指
導者研修会等の内容の充実を図るよう学校の設置者等と連絡協議を行っている。

さらに、大学生等を対象とした薬物乱用防止のためのパンフレット※ 3 の作成・周知等を通して、
薬物乱用防止に関する啓発の強化を図っている。

厚生労働省では、青少年の発達段階に応じた薬物乱用防止啓発読本を作成しており、具体的には小
学６年生保護者向け、高校卒業予定者向け、有職・無職の未成年者向けの読本を作成し配布を行って
いる。また、小・中学校を始めとした教育機関等からの要請に応じ、薬物乱用防止教室等へ講師を派
遣し、薬物乱用の危険性や有害性、薬物乱用への勧誘等に対する対応方法等について講義を行うなど、
薬物乱用防止に関する啓発を行っている。

　資 4-43-1　　薬物乱用防止教室の開催状況
� 【令和元年度～令和５年度】

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

小学校段階
（義務教育学校前期課程を含む）

開催校数 13,476 14,353 14,950

開催率（％） 70.7 75.5 79.4
中学校段階

（義務教育学校後期課程、
中等教育学校前期課程を含む）

開催校数 8,210 8,607 8,962

開催率（％） 81.9 86.0 90.0

高等学校段階
（中等教育学校後期課程を含む）

開催校数 3,605 3,829 4,055

開催率（％） 77.9 82.5 87.0

全学校種
開催校数 25,291 26,789 27,967

開催率（％） 75.0 79.6 83.6
出典：文部科学省資料による。
注　令和元年度、２年度については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、開催状況調査は未実施。

オ　中途退学者等への就労支援
文部科学省及び厚生労働省は、高等学校等と地域若者サポートステーション※ 4（以下「サポステ」

という。）との連携強化を図ることで、中途退学者等への切れ目のない支援を実施している。具体的
には、全国に 177 か所設置されているサポステにおいて、中途退学者等の希望に応じて学校や自宅
等へ訪問するアウトリーチ型の相談支援を実施している。

※ 2� 「薬物乱用防止教室マニュアル -令和５年度改訂 -」
� https://www.mext.go.jp/content/20240403-mxt_kenshoku-000031518_1.pdf
※ 3� 薬物乱用防止のためのパンフレット
� https://www.mext.go.jp/content/20231218-mxt_kenshoku-000033160_1.pdf
※ 4� 地域若者サポートステーション
� 働くことに悩み・課題を抱えている 15歳～ 49歳までの方に対し、キャリアコンサルタント等による専門的な相談支援、個々のニー

ズに即した職場体験、就職後の定着・ステップアップ相談等による職業的自立に向けた支援を行う就労支援機関のこと。

https://www.mext.go.jp/content/20240403-mxt_kenshoku-000031518_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20231218-mxt_kenshoku-000033160_1.pdf
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（２）地域における非行の未然防止等のための支援【施策番号 44】
こども家庭庁では、社会生活を円滑に営む上で困難を有するこども・若者への支援を効果的に行う

ためのネットワーク（子ども・若者支援地域協議会※ 5）及びこども・若者育成支援に関する地域住民
からの相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点（子ども・若者総
合相談センター※ 6）（資 4-44-1参照）の地方公共団体における整備を促進するとともに、更なる機能
向上等を推進している。2024 年（令和６年）４月現在、子ども・若者支援地域協議会が 142 の地方
公共団体に、子ども・若者総合相談センターが 122 の地方公共団体に、それぞれ設置されている。

また、地域におけるこども・若者の相談・育成に関わる取組や活動等に従事している職員を対象に、
アウトリーチ（訪問支援）や相談業務に関する知識・技法の向上等に資する研修を実施している。

警察は、少年警察ボランティア（少年補導員※ 7、少年警察協助員※ 8 及び少年指導委員※ 9）等と連携
して、社会奉仕体験活動等を通じた問題を抱えた少年の居場所づくりや、非行の未然防止等を図るた
めの街頭補導活動を行ったり、学校における非行防止教室を開催したりしている。また、少年や保護
者等の悩みや困りごとについて、専門的知識を有する警察職員が面接や電話等で相談に応じ、指導・
助言を行っている。

法務省は、地域援助として、少年鑑別所（法務少年支援センター）が地域の小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校等からの心理相談等を受け付けている。2023 年（令和５年）の小学校、中学校、

※ 5� 子ども・若者支援地域協議会
� 子ども・若者育成支援推進法（平成 21年法律第 71号）第 19条で、地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせる

ことによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成される子ども・若者支援地域協議会を
置くよう努めるものとなっている。

※ 6� 子ども・若者総合相談センター
� 子ども・若者育成支援推進法第 13条で、地方公共団体は、子ども・若者育成支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介その他の必要

な情報の提供・助言を行う拠点（子ども・若者総合相談センター）としての機能を担う体制を、単独で又は共同して確保するよう努め
るものとなっている。

※ 7� 少年補導員
� 街頭補導活動を始めとする幅広い非行防止活動に従事している。
※ 8� 少年警察協助員
� 非行集団に所属する少年を集団から離脱させ、非行を防止するための指導・相談に従事している。
※ 9� 少年指導委員
� 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122 号）に基づき、都道府県公安委員会から委嘱を受け、少

年を有害な風俗環境の影響から守るための少年補導活動や風俗営業者等への助言活動に従事している。

子ども・若者支援
地域協議会

（就
業
・修
学
等
）

円
滑
な
社
会
生
活

子ども・若者総合相談センター
（こども・若者に関する相談窓口）

〔雇用〕
職業的自立・就業支援

〔福祉〕
生活環境改善

〔保健、医療〕
医療及び療養支援

〔教育〕
修学支援

〔矯正、更生保護等〕
心理相談等

保護観察所、少年鑑別所（地域援助）、
少年サポートセンター 等

ハローワーク
職業訓練機関 等

地域若者サポートステー
ション、

合宿型自立支援プログラム
実施団体、

教育委員会等福祉事務所、
児童相談所、
ひきこもり地域支援
センター 等

保健所、
精神保健福祉センター 等

企業・学校

団体・NPO

誘導

こども・若者に関する
様々な相談事項

連連 携携

指定支援機関

調整機関

　資 4-44-1　　「子ども・若者支援地域協議会」・「子ども・若者総合相談センター」の概要

出典：こども家庭庁資料による。
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高等学校、教育委員会等を含む教育関係機関からの相談件数は、3,935 件（前年：3,117 件）であっ 
た。支援の内容は、問題行動への対応から発達上の課題を有する児童生徒本人の学校適応に関する相
談、進路相談等に至るまで幅広く、知能検査や性格検査、職業適性検査のほか、暴力や性的な問題行
動に係るワークブック等を用いた心理的支援等も行っている。特に、2023 年２月に文部科学省から
発出された「いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携等の徹底について（通知）」（【施策番
号 43 ア】参照）を踏まえ、2023 年度（令和５年度）から東京及び大阪の少年鑑別所（法務少年支
援センター）に、「地域教育支援調整官」として専門職を配置し、いじめ問題への的確な対応に向け
た学校との連携強化に努めている。さらに、2019 年度（令和元年度）からは、各地の少年鑑別所（法
務少年支援センター）を主催者とした「地域援助推進協議会」を開催しており、学校や自治体等の関
係機関とのより一層の連携強化を図り、地域における非行の未然防止等を推進している。また、保護司、
更生保護女性会※ 10、ＢＢＳ会※ 11 がそれぞれの特性を生かして行う犯罪予防活動、「子ども食堂」等の
地域社会におけるこども等の居場所づくり、非行をした少年等に対する学習支援等の取組が円滑に行
われるよう、必要な支援を行っている。

文部科学省は、保護者や地域住民等が学校運営に当事者として参画する「コミュニティ・スクール」
と、地域と学校が連携・協働し、幅広い地域住民の参画を得て行う「地域学校協働活動」を一体的に
推進し（資 4-44-2参照）、放課後等における学習支援、体験・交流活動、見守り活動等のこどもた

※ 10�更生保護女性会
� 地域の犯罪予防や青少年の健全育成、犯罪者・非行少年の改善更生に協力する女性のボランティア団体であり、2024 年（令和６年）

４月現在の会員数は 12万 742 人である。
※ 11�ＢＢＳ会
� Big�Brothers�and�Sisters の略称で、非行少年等の自立を支援するとともに、非行防止活動を行う青年ボランティア団体であり、

2024 年（令和６年）１月現在の会員数は 4,487 人である。

　資 4-44-2　　コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

出典：文部科学省資料による。

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

（委員）保護者代表・地域住民
地域学校協働活動推進員 な

ど

学校運営協議会
学校運営や学校運営に必要な支援に関する協議を行う

※学校運営の責任者として教育活動等を実施する
権限と責任は校長が有する

地域学校協働活動推進員
地域と学校をつなぐコーディネーターの役割

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会を設置した学校）

 校長が作成する学校運営の基本方針を承認
 学校運営について、教育委員会又は校長に意見
 教職員の任用に関して、教育委員会に意見

学校運営の
基本方針

学校運営・
教育活動

説明

説明

承認

意見

校長等

※ 地域学校協働本部
地域の人々や団体による「緩やかなネットワーク」
を形成した地域学校協働活動を推進する体制

地域学校協働活動
地域と学校が連携・協働して行う
学校内外における活動

教
育
委
員
会

意見

教職員の任用

任命

委嘱

学校運営

地域学校協働活動推進員

地域学校協働活動推進員

（委員）10～15人程度
 ・地域住民
 ・保護者
 ・地域学校協働活動推進員 など

地域住民等の参画を得て、
・放課後等における学習支援・体験活動（放
課後子供教室など）
・授業補助、校内清掃、登下校対応、部活動
補助などの学校における活動
・地域の防災活動やお祭り等地域の伝統行事
への参画など地域を活性化させる活動
などを実施

情報共有

情報共有

社会教育
団体・施設

文化・ｽﾎﾟｰﾂ
団体

企業・NPO

PTA
地域住民

保護者

子ども会

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進

民生委員
児童委員

人権擁護
委員

消防団

教育・体験活動プログラム等の利用者と
提供者のマッチングを行うポータルサイト

（現在構築中）の活用

※地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5

※社会教育法第9条の7

※社会教育法第5条
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ちの学びや成長を支える地方公共団体の取組を支援する事業を実施している。
また、中途退学者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及び学習

支援を実施する地方公共団体の取組を支援する事業を実施している（【施策番号 48】参照）。
さらに、薬物、飲酒、ギャンブル等に関する依存症等が社会的な問題となっていることを踏まえ、

将来的な依存症患者数の逓減や青少年の健全育成を図る観点から、依存症予防教育の推進のため、依
存症予防教育推進事業を実施している。2023 年度においては、厚生労働省との共催による全国的な
シンポジウムを開催するとともに、各地域において社会教育施設等を活用した児童生徒、学生、保護
者、地域住民向けの依存症予防に関する啓発を行う「依存症予防教室」等の取組を支援した。

厚生労働省は、貧困によってこどもの将来が閉ざされることがないよう、こどもの将来の自立を後
押しするため、生活保護世帯を含む生活困窮世帯のこどもとその保護者を対象に、「子どもの学習・
生活支援事業」（資 4-44-3参照）により、学習支援や、生活習慣・育成環境の改善に関する助言、
進学や就労といった進路選択に関する情報提供・助言、関係機関との連絡調整等、こどもの将来の自
立に向けたきめ細かい支援を行っており、2023 年度は、600（前年度：596）の地方公共団体にお
いて同事業を実施した。

２	 非行等による学校教育の中断の防止等

（１）学校等と保護観察所が連携した支援等【施策番号 45】
法務省は、保護観察所において、学校に在籍している保護観察対象者等について、類型別処遇（【施

策番号 62】参照）における「就学」類型として把握した上で、必要に応じて、学校と連携の上、修
学に関する助言等を行っている。

事業の概要

○「貧困の連鎖」を防止するため、生活保護受給世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもを対象に学習支援事業を実施。
○各自治体が地域の実情に応じ、創意工夫をこらし実施（地域資源の活用、地域の学習支援ボランティアや教員ＯＢ等の活用等）。
○改正法において、生活習慣・育成環境の改善に関する助言や進路選択、教育、就労に関する相談に対する情報提供、助言、関係

機関との連絡調整を加え、「子どもの学習・生活支援事業」として強化。

。
将来の自立に向けた包括的な支援 ： 単に勉強を教えるだけではなく、居場所づくり、日常生活の支援、親への養育支援などを通じて、子どもの将来

の自立に向けたきめ細かで包括的な支援を行う。
世帯全体への支援 ： 子どもの学習・生活支援事業を入口として、必要に応じて自立相談支援事業等と連携することで世帯全体への支援を行う。

支援のイメージ

＜子どもの課題とその対応＞

子どもの学習・生活支援を通じて、子ども本人と世帯の双方にアプローチし、
子どもの将来の自立を後押し（貧困の連鎖防止）

・日々の学習習慣の習慣づけ、授業等の
フォローアップ

・高校進学支援
・高校中退防止（定期面談等に
よる細やかなフォロー等） 等

学習支援
（高校中退防止の取組を含む）

・学校・家庭以外の居場所づくり
・生活習慣の形成・改善支援
・小学生等の家庭に対する巡回支援の
強化等親への養育支援を通じた家庭
全体への支援 等

生活習慣・育成環境の改善

高校生世代等に対する以下の支援を強化
・進路を考えるきっかけづくりに資する
情報提供

・関係機関との連携による、多様な
進路の選択に向けた助言 等

教育及び就労（進路選択等）に関する支援

子どもの学習・生活支援事業

・高校進学のための学習希望
・勉強、高校卒業、就労等の意義を感じられない

学習面
・家庭に居場所がない
・生活習慣や社会性が身についていない

・子どもとの関わりが少ない
・子育てに対する関心の薄さ

上記課題に対し、総合的に対応

生活困窮世帯の子ども等を取り巻く主な課題

生活面 親の養育

子どもの学習・生活支援事業について

　資 4-44-3　　子どもの学習・生活支援事業の概要

出典：厚生労働省資料による。
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文部科学省は、児童生徒が非行問題を身近に考えることができるよう、外部講師として保護観察官
や保護司、ＢＢＳ会員を招へいして講話を実施するなど、非行防止教室を積極的に実施するよう学校
関係者に依頼している。

また、保護司会においては、犯罪予防活動の一環として行っている非行防止教室や薬物乱用防止教
室、生徒指導担当教員との座談会等の開催を促進するなどして、保護司と学校との連携強化に努めて
いる。

法務省及び文部科学省は、2019 年（令和元年）６月に、矯正施設における復学手続等の円滑化や
高等学校等の入学者選抜及び編入学における配慮を促進するため、相互の連携事例を取りまとめ、矯
正施設、保護観察所及び学校関係者に対して周知し（資 4-45-1参照）、さらに 2023 年（令和５年）
12 月には、改訂版の周知を行った。

再犯防止推進計画 【抜粋】

イ 矯正施設と学校との連携による円滑な
学びの継続に向けた取組の充実

法務省及び文部科学省は、矯正施設や学
校関係者に対し、相互の連携事例を周知す
る。

修学支援の充実に向けた文部科学省との連携状況について
（通知の説明）

令和元年９月に「修学支援に向けた学校等
との連携強化について」が発出され、再犯
防止推進計画で重点課題となっている「学
校等と連携した修学支援」の推進に向けて、
文部科学省と連携し、非行少年の円滑な
社会復帰を充実・強化するものになってい
る。

法務省

①「保護観察・少年院送致となった
生徒の復学・進学等に向けた支援
について」の作成
②上記資料を活用して関係強化に
努めること
③少年院等の学習の状況等を適
切に学校に連絡すること
④少年院の評価を適切に行い、学
校等に連絡すること
⑤少年院で行われる健康診断及
び各検査について結果を学校に連
絡すること

文部科学省

①各都道府県教育委員会等に資料
の周知を行う
②学校は、対象少年に関して矯正
施設等と連絡体制を整えておくこと
③スクールカウンセラー、スクール
ソーシャルワーカー、弁護士等と連
携すること
④少年院の矯正教育の日数を指導
要録上出席扱いとすること
⑤就学義務の猶予・猶予を適切に
運用すること
⑥中学校等の卒業等についても認
めること

社会復帰後の居場所の確保＋進路の選択肢の増加

「保護観察・少年院送致となった生徒の復学・進学等に向けた支援について」

中学校及び高等学校の協力を得て少
年院在院中に高校を受験

在院中に卒業式を迎え、中学校から
卒業証書を授与

学校と少年院が課題を共有して指導
に当たり円滑に復学

連
携
事
例

少年院と学校が連携す
ることで、従来よりも選
択肢の多い社会復帰支
援が行える。

　資 4-45-1　　修学支援の充実に向けた文部科学省との連携状況について

出典：法務省資料による。
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（２）矯正施設と学校との連携による円滑な学びの継続に向けた取組の充実【施策番号 46】
法務省は、刑事施設において、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社

会復帰に支障があると認められる受刑者に対し、教科指導を実施しており、2023 年度（令和５年度）
の受講開始人員は補習教科指導※ 12 が 666 人（前年度：701 人）、特別教科指導※ 13 が 362 人（前年度：
382 人）であった。松本少年刑務所には、我が国において唯一、公立中学校の分校が刑事施設内に
設置されており、全国の刑事施設に収容されている義務教育未修了者等のうち希望者を中学３年生に
編入させ、地元中学校教諭、職員等が、文部科学省が定める学習指導要領を踏まえた指導を行ってい
る。また、松本少年刑務所及び盛岡少年刑務所では近隣の高等学校の協力の下、当該高等学校の通信
制課程で受刑者に指導を行う取組を実施しており、そのうち松本少年刑務所では全国の刑事施設から
希望者を募集して、高等学校教育を実施しており、所定の課程を修了したと認められた者には、高等
学校の卒業証書が授与されている。

少年院では、義務教育未修了者に対する学校教育の内容に準ずる内容の指導のほか、学力の向上を
図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる在院者に対して教科指導を実施している。また、
在院者が出院後に円滑に復学・進学等ができるよう、矯正施設や学校関係者の研修等の際には講師を
相互に派遣するなどして、相互理解に努め、通学していた学校との連携や、進学予定である学校の受
験機会の付与等を行っている。加えて、2021 年度（令和３年度）から、在院者が高等学校教育につ
いての学びを継続するための方策として、少年院在院中から通信制課程を設置する高等学校（以下「通
信制高校」という。）に入学し、インターネット等を活用した学習を可能にするとともに、少年院の
矯正教育で高等学校学習指導要領に準じて行うものを通信制高校での単位として認定するなどの措置
を講じることを一部の少年院において試行していたところ、2024 年度（令和６年度）からは、全て
の少年院において、希望する在院者に対して高等学校教育の機会を提供することとしている。なお、
2023 年（令和５年）には、85 人（前年：83 人）が復学又は進学が決定した上で出院した。

少年鑑別所では、在所者に対する健全な育成のための支援として、学習用教材を整備しており、在
所者への貸与を積極的に行うとともに、学習図書の差入れ等についても配慮している。また、小・中
学校等に在学中の在所者が、在籍校の教員等と面会する際には、希望に応じて、教員等による在所者
の学習進度の確認、学習上の個別指導の実施が可能となるよう、面会の時間等に配慮している。

2018 年度（平成 30 年度）から、少年鑑別所在所者が希望した場合には「修学情報ハンドブック」
を配付し、自分の将来について考え、学ぶ意欲を持つことができるよう配意している。また、少年院
では、出院後に中学校等への復学が見込まれる者や高等学校等への復学・進学を希望している者等を
修学支援対象者として選定し、重点的に修学に向けた支援を行っている。特に、修学支援対象者等に
ついては、修学情報ハンドブック等を活用して、出院後の学びについて動機付けを図っているほか、
少年院内で実施した修学に向けた支援に関する情報を保護観察所等と共有することで、出院後も本人
の状況等に応じた学びが継続できるよう配意している。さらに、民間の事業者に委託して、修学支援
対象者が希望する修学に関する情報の収集と提供を行っており（修学支援デスク）、2023 年度には、
延べ 286 人（前年：265 人）が利用した。

法務省及び文部科学省は、2023 年 12 月に、矯正施設における復学手続等の円滑化を図るため相
互の連携事例を取りまとめた資料を改訂し、矯正施設・保護観察所及び学校関係者に対して周知して
いる（【施策番号 45】参照）。あわせて、文部科学省は、出院後の復学を円滑に行う観点から、学齢
児童生徒が少年院及び少年鑑別所に入・出院（所）した際の保護者の就学義務や当該児童生徒の学籍、
指導要録の取扱い等に関し、少年院における矯正教育や少年鑑別所における学習等の支援に係る日数

※ 12�補習教科指導
� 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）による小学校又は中学校の教科の内容に準ずる内容の指導
※ 13�特別教科指導
� 学校教育法による高等学校又は大学の教科の内容に準ずる内容の指導
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について、学校は一定の要件下で指導要録上出席扱いにできることとするなど、適切な対応を行うよ
う各都道府県教育委員会等に周知している。

（３）矯正施設における高等学校卒業程度認定試験の指導体制の充実【施策番号 47】
法務省及び文部科学省は、受刑者及び少年院在院者の改善更生と円滑な社会復帰を促す手段の一つ

として、刑事施設及び少年院内で高等学校卒業程度認定試験を実施している。
法務省は、４庁（川越少年刑務所、笠松刑務所、加古川刑務所及び姫路少年刑務所）の刑事施設を

特別指導施設に指定し、同試験の受験に向けた指導を積極的かつ計画的に実施している。全国の刑事
施設における 2023 年度（令和５年度）の同試験受験者数は 303 人（前年度：366 人）であり、同
試験合格者（同試験の合格に必要な全ての科目に合格し、大学入学資格を取得した者をいう。以下同
じ。）が 129 人（前年度：170 人）、一部科目合格者（同試験の合格に必要な科目のうち一部の科目
に合格した者をいう。以下同じ。）が 151 人（前年度：167 人）であった。

少年院では、在院者の出院後の修学又は就労に資するため、同試験の重点的な受験指導を行う
コースを 13 庁に設置し、外部講師を招へいするなどの体制を整備している。全国の少年院における
2023 年度の同試験受験者数は 424 人（前年度：377 人）であり、同試験合格者が 162 人（前年度：
151 人）、一部科目合格者が 239 人（前年度：213 人）であった（【指標番号 19】参照）。

３	 学校や地域社会において再び学ぶための支援

（１）学校や地域社会における修学支援【施策番号 48】
法務省は、保護観察所において、保護司やＢＢＳ会等の民間ボランティアと連携し、保護観察対象

者に対し、例えばＢＢＳ会員による「ともだち活動」※ 14 としての学習支援、保護司による学習相談や
進路に関する助言等を実施している。また、類型別処遇（【施策番号 62】参照）における「就学」類
型に該当する中途退学者等の保護観察対象者に対しては、処遇指針である「類型別処遇ガイドライン」
を踏まえ、就学意欲の喚起や就学に向けた学校等の関係機関との連携、学習支援等の処遇を実施して
いる。さらに、2023 年度（令和５年度）から、修学の継続のために支援が必要と認められる保護観
察対象者に対し、個々の抱える課題や実情等に応じた様々な修学支援を複合的に実施する「修学支援
パッケージ」を実施している（資 4-48-1参照）。

文部科学省は、2017 年度（平成 29 年度）から、学力格差の解消及び中途退学者等の進学・就労
に資するよう、中途退学者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談及
び学習支援のモデルとなる取組について実践研究を行うとともに、2020 年度（令和２年度）からそ
の研究成果の全国展開を図るための事業（地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業）
を実施しており、2023 年度においては、６つの地方公共団体（群馬県、愛知県、京都府、高知県、
大分県及び札幌市）が同事業を実施した（資 4-48-2参照）。

（２）矯正施設・保護観察所職員と学校関係者の相互理解の促進等【施策番号 49】
法務省及び文部科学省は、矯正施設・保護観察所の職員と学校関係者との相互理解を深めるため、

学校関係者に対し、矯正施設・保護観察所の職員を講師とした研修を積極的に実施するよう周知して
いる。

※ 14�ともだち活動
� ＢＢＳ会員が、非行のある少年等生きづらさを抱えるこども・若者と「ともだち」になることを通して、それぞれの立ち直りや再チャ

レンジを支え、自分らしく前向きに生きていくことを促す活動。
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保護観察所における修学支援パッケージ

把握した支援のニーズ等を踏まえ、必要な支援を組み合わせて実施

【 支援の内容 】
支援の説明を行い、修学の継続に関する意向及びそのための支援のニーズを把握

修学の継続に向け、対象者が在籍している学校や教育委員会等の関係機関とケース会議を行う

自治体において実施している学習支援に関する情報や教育に係る経済的負担の軽減に関する情報等を提供する（※）

修学の継続のために支援が必要と認められる保護観察対象者に対し、個々の対象者の抱える課題や実情等に応じた様々な修学支援を
複合的に実施することにより、その再犯・再非行を防止し、修学を通じた円滑な社会復帰を図る。

※「地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業（文部科学省補助事業）」等の地方公共団体等が行う学習相談
及び学習支援とも積極的に連携

BBS会員や保護司等の「学習支援サポーター」を指導者として、教科指導や進路相談を行う（※）

目的

●「就学」類型に認定された保護観察処分少年又は少年院仮退院者
●上記以外の者で、保護観察所の長が、修学の継続のために支援が必要と認める保護観察対象者
※「就学」類型
・現に学校に在籍しており、その継続が改善更生に資すると認められる者
・現に不就学の状態にあるが、進学又は復学の希望を有しており、その実現のために必要な支援を行うことが改善更生に資すると認められる者

対象

※本人の希望する将来のイメージの明確化やその実現に向けた動機付けを高めるため、将来の進路や修学の継続に関
する相談などを含むキャリア教育も積極的に実施

◆ 学習支援の実施

◆ 学校等の関係機関とのケース会議の実施

◆ 必要な情報の提供

◆ 修学に係る意向及びニーズ把握

現 状
・20～39歳のうち最終学歴が中卒の者は約89万人
（令和２年国勢調査より）。令和３年度の高等学校中退者
は約４万人で前年度より増加（文部科学省調査より）。
・高卒認定試験受験の目的は、大学等への進学が約
65％、就職が約18％となっている（令和4年度受験者アンケー
トより）。高校卒業資格を得ることで進学や就職、資格試
験の受験資格取得等の機会増加が期待される。

課 題
・自治体に対する意向調査では、高校中退者等への
学習支援等を実施している自治体は約５％にとどまっ
た。現状、学習支援等を実施できていない理由として
は以下のような課題が挙げられた。（文部科学省調べ）
 ①事業実施のためのノウハウがない（37％）
②予算や人員の確保が困難（33％）
→上記の課題に対して、国からの取組の支援や、事業
実施のノウハウを横展開することは重要。

事事業業のの方方向向性性

高校中退者等を対象に、地域資源（高校、サポステ、ハローワーク等）を活用しながら社会的自立を目指し、高等学校卒業程度の学力を身に付
けさせるための学習相談及び学習支援等を実施する地方公共団体の取組を支援する。

事事業業概概要要

ハローワーク・職業訓練機関・
サポステ・保護司会 等

若若者者のの社社会会的的自自立立

何をしたらいいか
わからない

高校を辞めて
しまったことを後悔

中退防止や中退者の就労支援
については、従前より、高校の
進路指導や地域若者サポート
ステーション等を中心とした支
援が行われている。

高校生

進進路路指指導導
（（中中退退防防止止））

高校教員

支支 援援

学学習習相相談談員員 学学習習支支援援員員

仕事に就きたい

その他地域において活用可能な資源
（例）教員養成系大学、家庭教育支援員 等

（任意）

高高校校中中退退者者・・若若年年無無業業者者等等

職職業業資資格格取取得得・・
就就職職

大大学学進進学学

高高
卒卒
認認
定定

試試
験験
合合
格格

学習相談

SW/SC

進進路路相相談談

国 1/3
都道府県 1/3

市町村 1/3

【補助率】
令和６年度予算額 ９百万円
（前年度予算額 ９百万円）

②学習相談等の提供

③学習支援等の実施

● 教育委員会ＯＢや退職教員、福祉部局職員、保護司等に
よる①学びに応じた教科書や副教材の紹介、②高卒認定試験の
紹介、③教育機関や修学のための経済的支援の紹介、④就労
に関する相談や職業訓練に関する紹介など関係機関と連携し学
習・就労に関する相談・助言をアウトリーチの手法を含めて行う。

 

● 図書館、公民館等の地域の学習施設等を活用し、学習の場を
提供するとともに、ＩＣＴの活用も含めた学習支援を退職教員、ボ
ランティア、ＮＰＯ 等の協力を得て、実施する。
また、就労希望者にはES添削や面接練習等を併せて実施する。

学習支援

地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業

地地域域資資源源
ととのの連連携携

中学
高校

【実施主体】 都道府県・市町村
件数・単価（国庫補助額）：９箇所×約100万円（予定）

①支援体制の構築
● 地域住民・企業・民間団体、労働局、保護観察所等との連
携体制構築など、各地域の抱える課題や資源などに応じた支援体
制の基盤構築を支援するとともに、優良事例の横展開を目指し、
全国的な取組の推進・強化を図る。

これまでの取組（平成29年～）・今後の方向性
・これまで、30の自治体等が事業を実施（＊一部、継続団体の重複あり）
・受講者の進学・就労実績のモデル構築・展開
・地域資源活用やステークホルダーとの連携について、広報誌や全国協議
会を通じ自治体、厚労省、法務省と連携し情報提供
・補助要綱改正で基礎自治体への直接補助を実現（令和3年度より）
・250以上の自治体は、国の支援があれば高校中退者等への学習支援等
の取組実施を検討したいと回答しており（文部科学省調べ）、国の後押しによる
取組拡充の余地は大きい。

※市町村が単独実施の場合、市町村が2/3負担で実施が可能（国は１/３補助）

（担当：総合教育政策局生涯学習推進課）

　資 4-48-1　　保護観察所における修学支援パッケージ

　資 4-48-2　　地域における学びを通じたステップアップ支援促進事業等の概要

出典：文部科学省資料による。

出典：法務省資料による。
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株式会社リクルート（以下「当社」という。）は、「新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応
え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す」という基本理念の下、創業以来、社会に潜む様々
な不（不満・不安・不便）を解消するために新しい仕組みやサービスを生み出してきました。『WORK�
FIT』�は、当社が取り組む、全ての人が自分らしく “WORK” を見つけるための社会貢献活動です。当
社の人材領域の事業を通して培ったノウハウや知見を生かし、就職活動したくてもなかなか動き出せ
ない、結果が出ない若者に向けて、就職活動に前向きに取り組むきっかけを提供する就労支援やキャ
リア教育のプログラムです。

これまで、少年院における出院準備教育の一環として、自分の強みを整理し、１分間のスピーチで
伝えてみるワークショップや、刑務所における就労支援の取組の一つとして、参加者同士の関わりの
中で自分らしさについて考えるワークショップ等を提供してきました。社会での生活に向けて、自分
自身と向き合う機会を作り、小さな成功体験を通じて自信をつけてほしいという思いから開発したプ
ログラムです。矯正施設の中では異色のプログラムのようで、参加者からは「自分に強みなんてない
と思っていたけれど、周りの人の力も借りて自分の強みに気づけた」、「周りの人から私の『自分らし
さ』を伝えてもらえてうれしかった」といった感想が多く、自己肯定感の醸成にわずかながらも寄与
できているのではないかと感じています。

COLUMN４
再犯防止に向けた『WORK�FIT』による修学支援・就労支援

株式会社リクルート

ワークショップの様子

2022 年度（令和４年度）からは、法務省との協働で保護観察対象者向けのキャリア教育ツール
『CANVAS』※の開発を進めています。再犯防止には修学や就労が鍵となるので、社会復帰後、修学
や就労を継続させるためにも、保護観察の中で、修学への動機付けや将来の希望に基づき、生活基盤
の安定を図る指導をしていく必要があると考えました。
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保護観察対象者と保護観察官との面談の中で活用いただけるプログラムとして開発している
『CANVAS』は、「自分のこれまでを考えてみよう」と「自分のこれからを考えてみよう」の二つのパー
トで構成されています。当社は、「自分のこれからを考えてみよう」のパートを開発しています。カー
ドワークを取り入れ、自分が挑戦してみたいと思う仕事や自分には難しそうだと思う仕事を言葉にし
てみたり、保護観察を経て働いている方のインタビュー記事を読んでみたり、いくつかのヒントを得
た上で、最後は、自分がやってみたいと思ったことを言葉にしてもらっています。「将来〇〇になり
たい」といったことをここで決める必要はありません。どんな小さなことでもいいので、そのときの
自分がやってみたいと感じたことを言葉で残してもらうことで、残りの保護観察期間中、より有意義
な支援につなげられればと思っています。『CANVAS』は、2023 年度（令和５年度）から保護観察
所での試行活用が始まり、プログラムの内容や運用方法もまだまだ改善途上ですが、活用いただいた
保護観察官の方からは、「対象者の自己理解が進むだけではなく、保護観察官にとっても対象者理解
が深まった」、「対象者の興味が具体的になり、意欲を引き出すことにつながった」という声もいただ
きました。　　　

こうした取組がきっかけとなり、2024 年（令和６年）７月 12 日、法務省と当社は、再犯防止を
推進し、安全・安心な社会を実現することに向けた連携協定を締結しました。『WORK�FIT』のプロ
グラムを通じた体験が、自信や自己肯定感につながり、再犯防止に少しでも寄与できるよう、今後も
支援を続けていきます。

※�CANVAS（Career�education�for�Appreciating�New�Values�and�Adventurously�Sailing�against�the�wind）　
� �修学支援パッケージ（【施策番号 48】参照）の実効性を高めるため、保護観察対象者の修学・就労への動機付けを高めることを目的
に開発した、発達支援ツール。

CANVASワークⅡ表紙

協定締結の際の大臣表敬時の写真
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